
3 長薬発第 830 号 

令和 3 年 11 月 15 日 

 

地域薬剤師会長 様 

 

一般社団法人長野県薬剤師会 

会長 日 野 寛 明 

 

薬剤（商品）補償制度について 

 

 平素、本会の運営に際し、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、日本薬剤師会から標記、「薬剤（商品）補償制度」の取扱いを 2022 年 2 月

15 日より開始する旨、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。 

 本制度は、日本薬剤師会正会員である「開設者」、「法人代表者」、「管理薬剤師」

の登録がある薬局(または店舗販売業)を対象に、薬局内の薬剤（商品）が偶然の事

故によって毀損をした場合に補償する制度です。一般的な薬局で加入の火災保険(普

通火災保険、店舗総合保険など)では保証されない、患者宅への配送中の事故や、保

冷庫(冷凍・冷蔵設備)の毀損等に起因し発生した機能停止による毀損も補償対象と

なります。 

 つきましては、貴職ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会会員へのご周知をお願い

します。 

 

記 

 

【会員への通知及び加入案内】 

 日薬より、加入対象となる薬局へ、2022 年 1 月上旬に募集案内が発送される予

定です。 
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